
 
 

TIARA施設供用実験課題審査要領 

（様式１実験課題審査票使用） 

 

１．実験課題審査の目的 

 「施設供用枠」で応募された実験利用（成果公開型）課題について、透明性の高い公平で

公正な評価を実施し、適正な利用時間を配分するため。 

 

２．実験課題の審査手順 

実験課題の審査は、下記の1）から3）に示した手順で実施する。 

１） Webによる電子申請で受理した全ての実験課題について書類審査を実施する。 

２） 施設供用課題審査委員会において審査結果の審議を行う。 

３） 委員会で決定した審査結果を実験課題申請者に通知する。 

 

課題募集を含む実験課題審査に係る事務局は、高崎量子基盤技術研究所研究推進室（以下、

研究推進室とする。）が担当する。 

 

実験課題の採択、ビームタイムの配分決定は、施設供用課題審査委員会における２）の審

議を経た答申に基づき、高崎量子技術基盤研究所長（以下、所長とする。）が行う。 

 

 

３．実験課題の審査の具体的内容 

３．１．施設供用課題審査委員会 

実験課題の審査は施設供用課題審査委員会が担当する。施設供用課題審査委員会委員は、

QST内外の当該研究分野の専門家から構成され、所長が指名する。ただし、「産業・実用化」

型課題の書類審査には、原則として1名の産学連携を業務とするQST職員を担当させる。 

 

３．２．実験課題の書類審査 

実験課題の審査は、「実験課題審査票」に基づく実験課題の書類審査を実施する。ただし、

成果公開型については「学術」、「産業・実用化」型について分類し、それぞれ下記に示す

審査を実施する。また、「学術」型の課題は、TIARA 機構内利用課題の審査と同一基準で実

施する。 

 

３．２．１．「学術」型における実験課題の書類審査 

（１）書類審査委員 

書類審査を行う委員は、施設供用課題審査委員会委員から以下の基準で所長が選定する。 

１）１つの課題につき４名以上の審査委員による審査を原則とする。生命科学、材料・物

質科学、量子ビーム基盤（ビーム技術開発を含む）の３つの専門研究分野でそれぞれ

審査を実施する。 

２）各専門研究分野について、原則としてその分野を専門とする２名の高崎研内、及び２

名の高崎研外の施設供用課題審査委員会委員により構成する。 



 
 

３）審査委員自身が課題責任者である実験課題、又は審査委員が深く係わる実験課題と委

員長が判断した課題については、審査委員は当該実験課題の審査を行わないこととす

る。 

 

（２）書類審査の実施 

以下の６項目を課題の採否の審査の対象項目とする。 

１）研究開発目的 

２）研究計画・方法 

３）これまでの研究成果とその意義 

４）照射施設利用の必要性 

５）要求ビームタイムの妥当性 

また、以下の項目については課題採否時の参考項目として取り扱う。 

６）安全性等 

７）総合コメント 

 

各審査項目の採点は5段階評価とする。なお、４）照射施設利用の必要性、５）要求ビーム

タイムの妥当性、６）安全性等については、配点はないが、審査項目として、審査を行い、

その結果を施設供用課題審査委員会で取り扱う。審査項目の趣旨及び審査における留意点

については、５．で詳述する。 

 

課題審査の対象は、提出された実験課題申請書の記載内容とするが、記載内容を補完す

るものとして、以下の事項を参照することができる。 

a) 発表文献（実験課題申請書の添付資料） 

b) 高崎量子技術基盤研究所 研究年報 

c) 利用課題実施報告書 

審査委員は、事務局を通してこれらの資料を入手できることとする。 

 

書類審査において実験課題申請書の記載事項についての疑問等が発生し、課題責任者と

の連絡が必要となった場合には、書類審査委員は事務局を通じて連絡をとるものとする。 

事務局連絡先 takasaki-kyoyo@qst.go.jp 

 

（３）書類審査結果の総合評価 

書類審査結果の総合評価を行う。総合評価点は最高を5点とし、３つの専門研究分野間の平均

点の差を算出の上、最も高い専門研究分野との差分を各総合評価点に加えて調整後評価点を算出

する。全課題の調整後評価点から算出した標準偏差σを用いて、調整後評価点が平均－2σ 未満

の課題は、不合格として、原則不採択とする。 

 

事務局は、審査委員による審査結果を取りまとめた「課題審査一覧」を作成する。 

なお、課題審査一覧には下記のa)～c)を記載する。 

a）研究分野、課題名、課題責任者、継続・新規（研究実施期間） 



 
 

b）審査結果のデータ及びコメント：(1) 研究開発目的、(2)研究計画・方法、(3)これまでの

成果とその意義の3項目の審査結果、 (4)照射施設利用の必要性、(5)要求ビームタイムの妥

当性、(6)安全性等及び、(7)総合コメント 

c）評価点数：審査を実施した4名の委員の総合評価点の平均点とする。 

また、分野間の平均点の差を補正した調整後評価点及び偏差値も記載する。 

 

３．２．２. 「産業・実用化」型における実験課題の書類審査 

（１）書類審査委員 

書類審査を行う委員は、以下の基準で所長が選定する。 

１）１つの課題につき３名以上の書類審査委員による審査を原則とする。 

２）審査委員は、原則として産業・実用化研究に経験を有する２名の施設供用課題審査委

員会委員と原則として 1 名の産学連携を業務とする QST 職員とにより、審査を実施す

る。 

３）審査委員自身が課題責任者である実験課題、又は審査委員が深く係わる実験課題と委

員長が判断した課題については、審査委員は当該実験課題の審査を行わないこととす

る。 

 

 

（２）書類審査の実施 

以下の６項目を課題の採否の審査の対象項目とする。 

１）研究開発目的 

２）研究計画・方法 

３）これまでの研究成果とその意義 

４）照射施設利用の必要性 

５）要求ビームタイムの妥当性 

また、以下の項目については課題採否時の参考項目として取り扱う。 

６）安全性等 

７）総合コメント 

 

各審査項目の採点は5段階評価とする。 なお、４）照射施設利用の必要性、５）要求ビーム

タイムの妥当性、６）安全性等については、配点はないが、審査項目として、審査を行い、

その結果を施設供用課題審査委員会で取り扱う。審査項目の趣旨及び審査における留意点に

ついては、５．で詳述する。 

 

課題審査の対象は、提出された実験課題申請書の記載内容とするが、記載内容を補完す

るものとして、以下の事項を参照することができる。 

a) 発表文献（実験課題申込書の添付資料） 

b) 高崎量子技術基盤研究所 研究年報 

c) 利用課題実施報告書 

 



 
 

審査委員は、事務局を通してこれらの資料を入手できることとする。 

 

書類審査において実験課題申請書の記載事項についての疑問等が発生し、課題責任者と

の連絡が必要となった場合には、審査委員は事務局を通じて連絡をとるものとする。 

事務局連絡先 taka-tiaraplan@qst.go.jp 

 

（３）書類審査結果の総合評価  

書類審査結果の総合評価を行う。総合評価点は最高が5点とし、３つの専門研究分野間の平均

点の差を算出の上、最も高い専門研究分野との差分を各総合評価点に加えて調整後評価点を算出

する。全課題の調整後評価点から算出した標準偏差σを用いて、調整後評価点が平均－2σ未満

の課題は、不合格として、原則不採択とする。 

 

事務局は、審査委員による審査結果を取りまとめた「課題審査一覧」を作成する。また、

課題毎の評点のばらつきや偏りが分かるようにして審査結果を各書類審査委員へ送る。 

なお、課題審査一覧には 

a）研究分野、課題名、課題責任者、継続・新規（研究実施期間） 

b）審査結果のデータ及びコメント：(1) 研究開発目的、(2)研究計画・方法、(3)これまでの

成果とその意義の3項目の審査結果、 (4)照射施設利用の必要性、(5)要求ビームタイムの

妥当性、(6)安全性等及び(7)総合コメント 

c）評価点数：審査を実施した4名の委員の総合評価点の平均点とする。 

また、分野間の平均点の差を補正した調整後評価点及び偏差値を記載する。 

 

３．２．３．評価結果に基づくビームタイム配分の目安の算定 

評価結果（調整後評価点）に基づき、ビームタイム配分率および配分ビームタイムを以

下のとおりとする。 

 

（１） 配分率 

調整後評価点が平均＋2σ以上の実験課題は配分率＝１、平均＋2σ未満かつ平均－2σ以

上は、以下の算式で計算する。 

 配分率＝１－(a－調整後評価点)*(1－k)／(a－b) 

  a=平均＋2σ 

  b=平均－2σ 

 k＝b点における配分率（【総希望時間＞総配分時間】の度合いにより、0～1で任意に決める値。

総希望時間＜総配分時間の場合は、k＝0.0125×b－0.25） 

 

（２）配分ビームタイム 

 調整後評価点が平均＋2σ以上        ：ビームタイム配分時間＝希望時間 

 調整後評価点が平均＋2σ未満、平均－2σ以上 ：ビームタイム配分時間＝希望時間×配分率 



 
 

 

配分ビームタイムに小数部がある場合は、四捨五入等で整数化処理を行う。 

 

３．３．施設供用課題審査委員会での書類審査結果の審議 

施設供用課題審査委員会では、書類審査結果を参考に採択の可否,評価点及び各課題のビ

ームタイム配分時間に関する審議を行い、その結果を所長に答申する。 

 

 

４．課題審の採否、ビームタイムの決定 

４．１．課題採否等の決定 

施設供用課題審査委員会の審議を経た答申に基づき、所長が採否及び配分ビームタイムを

決定する。 

 

４．２．課題採否等の通知 

採択の可否及び各評価項目に対するそれぞれの審査委員の評価点の平均点、総合点（総合コ

メントを含む）、調整後評価点、偏差値及び年間配分ビームタイムを実験課題責任者へ連絡す

る。 

 

５．書類審査項目の趣旨及び審査に当たっての留意事項 

５．１．審査項目の評価基準 

書類審査項目の評価基準は、次のとおりとする。 

「高い」 ：5点 評価として高い或いは優れている。 

「やや高い」 ：4点 標準の水準よりやや高い或いはやや優れている 

「普通」 ：3点 標準的な内容である。 

「やや乏しい」      ：2点 標準の水準を下回る内容である。 

「乏しい」         ：1点 評価できる要素がほとんどない或いは乏しい。 

各項目において上記の評価基準にて評価を行う。 

 

 各審査委員がそれぞれ担当する全課題の平均は原則 3.0±0.2 点以内とする。ただし、総

合評価点の分布は限定しない。 

担当した全審査課題の平均点を 3.0±0.2 点以内に調整できない場合は、審査票の記入欄

にその理由を記載する。 

 

５．２．各項目における評価基準及び評価における留意事項 

５．２．１．研究開発目的（重み５０％） 

申請実験課題が科学的、技術的、実用的及び社会的価値又はその両方の性格を有する場合が

ある。その場合は、申請書類の内容により判断し、それぞれによって以下の基準で判断する。

また、申請書類中に割合を自己申告している場合があるが、その値は参考値であり、割合の

判断は書類審査を行う審査委員が行うことで構わない。 



 
 

 

（１）「様々な分野の本質的な課題を解決すべきものか」（重み２５％） 

 研究の背景及びその中での課題が、科学的、技術的、実用的及び社会的な観点から遂行

すべき価値があるか評価する。 

 研究目的の設定が、研究の背景にある課題を本質的に解決することになるか評価する。 

 

ここでは、研究全体の着想（着眼点、アイデア）及び研究計画全体の目標の設定に関する

妥当性を評価することを主眼とし、各年度の研究計画の妥当性や達成の可能性に関しては 

「実験計画」で行うこととする。 

 

（２）「科学的、技術的、実用的及び社会的インパクトが高い、革新に至る可能性のあるものか」

（重み２５％） 

 科学的及び技術的価値を重視する実験課題では、成果が当該研究分野に高いインパク

トを与える革新的なものか評価する。 

 実用的及び社会的価値を重視する実験課題では、経済的なインパクトを含めた革新的な

アウトプットとなるか評価する。 

 

５．２．２．研究計画・方法（重み３０％） 

 研究目標の達成のために妥当な研究計画であるか、また適切な方法であるか評価する。 

研究体制についてもこの項目の評価対象とする。 

 

５．２．３．これまでの研究成果とその意義（重み２０％） 

（１）得られた成果の意義（重み1０％） 

 継続及び関連する過去の課題で TIARA を利用している実験課題はその成果で

評価するが、過去に TIARA を利用していない新規の場合は、当該実験課題に

関連する過去の研究成果について評価を行う。 

 継続課題において、TIARA を利用した実験課題の成果の意義を説明するため

に関連する課題の成果や意義が記載されている場合には、これも評価の対象

とする。 

 当該研究分野への貢献度、有用性、波及効果等、又は実用性について評価す

る。 

 「実用的な価値」に関する課題に関しては、実用化へ向けた成果の観点から

の評価を行う。例えば、プロトタイプの作製、パイロット、実用試験の始等、

製品化や実用化に向けた成果を評価軸に加える。 

 

（２）成果の発表状況（重み１０％） 

 レフリー付のジャーナル、国際会議プロシーディングス、公刊報告書、特許、口頭発表、

新聞発表等を評価対象とする。 

 

５．２．４．照射施設利用の必要性 



 
 

 実験課題の目標達成にイオンビームが有効であるか、TIARA の有するビーム

技術の特徴が活かされた研究であるかどうか、必要性が認められると判断される場

合は、〇と記入する。認められない場合は、×を記入の上、コメント欄にその理由を記入

する。 

 

５．２．５．要求ビームタイムの妥当性 

 申請ビームタイム日数、時間数が、５．２．２．研究計画・方法に照らし合わせて、研究

目標達成にとって評価し、妥当と判断される場合は、〇（妥当）と記入する。妥当ではな

いと判断される場合は、×を記入の上、コメント欄にその理由を記入する。 

 

５．２．６．安全性等 

 課題の実施にあたっての安全性等の判定項目であり、配点はないが、審査項目として、

実験課題申請書最終ページの【高崎研究所の作業における安全性等の確認項目】およ

び別紙 1 にて、審査を行う。なお、安全対策等が不十分等の理由により、実験利用が

不可能と考えられる課題については、不採択となる場合がある。 

 

５．２．７．総合コメント（所見） 

 課題審査内容全体について、総合的なコメントを記載する。 

 著しく高い総合評価点（4.5 点以上）、若しくは低い総合評価点（1.5 点以下）を与えた場合

は、必ずその理由を示す。 

 

６．その他留意事項 

６．１．審査要領に従った評価の徹底について 

・審査委員は、実験課題審査要領を熟読し、一定の評価基準の下に公平・公正な審査を行うよ

うに心がけること。 

・審査にあたっては科学者としての良心に基づき、審査委員の見識と責任を持って学術的価値

を公正に判断すること。 

・専門分野とは異なる内容の実験課題を審査する場合であっても、応募者がどのような実験研

究を行おうとしているかを申請書に沿って理解し、応募課題の長所(強い点)と短所(弱い点)

を見極めた上で、その実験課題の意義を客観的に評価すること。 

・その際、実験課題申請書に記載された内容を確認するために他の情報を参照することは差し

支えないが、申請書に記載のない情報のみに基づいて評価を行わないこと。 

・審査に関わるコメントを記載する際には、評点に至った根拠（理由）、コメントの内容（ポ

ジティブ要素、ネガティブ要素、その他指摘を要する事項等）に対する根拠（理由）を明示

すること。 

 

６．２．守秘義務と研究者倫理の遵守、利害関係の排除について 

・審査委員には守秘義務が課せられており、実験課題申請書の記載内容など審査に当たって知



 
 

り得た情報はいかなる形でも他人に漏らさないこと。 

・審査過程で知り得た他人のアイデアや未発表の研究結果を審査委員自身の利益のために利用

したり、第三者に漏らしたりしないこと。 

・審査する実験課題と利害関係にある場合には、速やかに事務局へ連絡して審査から外れるこ

と。 

 

以上 



 
 

  


